
委員会付託案件の審査

（7）

【付託案件】
・市長の給料月額の特例に関する条例の制定について
・かすみがうら市公共施設の暴力団等排除に関する条例
の一部改正について

・かすみがうら市個人情報保護条例の一部改正について
・かすみがうら市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
の一部改正について

・かすみがうら市職員の育児休業等に関する条例の一部
改正について

・かすみがうら市職員の給与に関する条例の一部改正に
ついて

・かすみがうら市行政財産の使用料徴収条例の一部改正
について

・かすみがうら市消防団員の定員、任免、給与、服務等
に関する条例の一部改正について

・平成19年度かすみがうら市一般会計補正予算（第４号）
・地方財政の強化・拡充及び財政健全化法の施行にあ
たっては地方自治原則の堅持を求める陳情

・要望書（各委員会の常時原則公開の規則改正）
・要望書（合併特例債事業の見直し等審議会の設置）
・要望書（霞ヶ浦新庁舎内に喫煙場所を設置）

【審査内容】
Ｑ：市長の給料月額の減額をした理由の詳細につい

て、説明願いたい。
Ａ：私の１年間の行政運営を私なりに振り返り私自

身、反省するところは反省するということで、
自らを戒めながら律していきたいという総括的
な反省として、提案いたしました。

Ｑ：今年度、職員課において人事評価制度の取り組み
について伺う。

Ａ：人事評価制度は、策定中であります。施行は１年
から２年先になると考えております。

Ｑ：開かれた議会を目指す内容ということであり、
賛同できる内容ですが、傍聴席の確保が困難な
状況もあり、今の時点で採択は難しいと考えま
す。趣旨については十分に理解できる部分があ
ります。

▲平成20年出初式

【付託案件】
・かすみがうら市医療福祉費支給に関する条例の一部改
正について

・かすみがうら市国民健康保険税条例の一部改正について
・平成19年度かすみがうら市一般会計補正予算（第４号）
・平成19年度かすみがうら市国民健康保険特別会計補
正予算（第３号）

・平成19年度かすみがうら市介護保険特別会計補正予
算（第３号）

・妊婦無料検診の充実を求める請願
・子ども医療無料制度の所得制限撤廃を求める請願
・高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年４月実施
の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める請願

・高齢者に負担増と差別医療を強いる2008年４月実施
の後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める陳情

【審査内容】
Ｑ：後期高齢者医療制度では保険料を年金から天引く

という内容だが65歳以上なのはなぜか伺う。
Ａ：老人保健制度が変わり、65歳以上を前期高齢者と

して取り扱います。75歳以上を後期高齢者とし
て独立した制度を創設し年金の支払は通常65歳
からとなりますので、後期高齢者と同じく年金
の支払から徴収できるものと思われます。

Ｑ：ＴＴの非常勤講師の報酬が低いのではないか。
Ａ：県の標準単価で時給1,740円。年間の上限が1,015

時間です。
Ｑ：今回の請願事項に公費負担14回実施に向けて計

画していただくと同時に、当面５回の実施を行
うといたしまして、執行部に予算計上をお願い
いたします。

▲TT授業風景
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